
新型コロナウイルスの感染が心配な場合の対応について 

 

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、症状がある場合は速やかに医療機関を

受診することに併せて、症状がなく感染が心配な場合には、県が実施する無症状の方に

対する検査の利用ができます。早めの対応で、感染拡大防止に努めましょう。 

 

〇発熱等がある場合の受診・相談方法について 

                 電話で相談 

 

         電話相談のうえ受診 

 

 

                       案内       案内 

 

 

 

 

 

 

            （参考）県 HP「発熱がある場合の受診・相談方法について」 

 

〇ワクチン検査パッケージ・対象者全員検査等「定着促進事業」【無症状の方】…無料 

 対象者：無症状の方で「ワクチン・検査パッケージ」又は「対象者全員検査」、飲食、イ

ベント、旅行・帰省等の活動に際して、陰性の検査結果を確認する取り組みの

ため必要な検査を受ける必要がある方 

 実施検査：原則として抗原定性検査（例外として PCR 検査が可能な場合あり） 

 実施期間：令和４年８月 31 日（水）まで 

 

〇感染拡大傾向時の一般検査事業【無症状の方】…無料 

対象者：ワクチン接種の有無に関わらず、新型コロナウイルス感染症の症状がなく、感

染リスク等が高い環境にある等の理由により、感染している可能性に不安を

抱える方、又は、あらかじめ感染不安を解消しておきたい事情のある方 

    （富山県に在住している方に限る） 

実施検査：PCR 検査または抗原定性検査 

実施期間：令和４年９月 30 日（金）まで 

 

下記①～③の方は、無料検査の対象とはなりません。 

① 咳や発熱、のどの痛み等の症状がある方 

② ご自身の勤務先・学校等からの指示で検査を希望される方 

③ 「濃厚接触者」として県厚生センター・富山市保健所等から自宅等での待機を指

示されている方 

            （参考）県 HP「PCR 等検査無料化事業について」 

発熱等の症状のある方 

かかりつけ医等の地域で 
身近な医療機関 

受診・相談センター 

（℡ 076-444-4691）24 時間対応 

案内された医療機関へ 
電話相談のうえ受診 

相談した医療機関で診療・検査ができ

ない場合は、かかりつけ医から 

診療・検査医療機関を案内 

診療・検査医療機関 
（発熱患者等の診療又は検査に係る情報を医療機関等が

共有する医療機関として県の指定を受けた施設） 

どの医療機関に相談すればよいか

わからない場合は 

受診・相談センターに相談 


